
ABLENET 契約者変更届                             記入日       年    月    日 
 

コントロールパネル ユーザー名   

コントロールパネル パスワード   

 

〒(      -      )                                       都・道・府・県 
住所 

 

御契約者名 印

担当者氏名  電話番号  

変

更

前 

メールアドレス  

 

〒(      -      )                                       都・道・府・県 
住所 

 

フリガナ 

御契約者名 
印

フリガナ 

担当者氏名 
 電話番号

 

変

更

後 

メールアドレス 
(御利用ドメイン以外のも) 

 

 

契約者変更の際は本用紙（1、4枚目）にご記入の上「4枚全て」と共に、変更前・変更後 両契約者の本人確認書類

をFAXまたは郵送にて弊社宛へお送り下さい。 

○ 個人の場合） 運転免許証、保険証、パスポート、印鑑証明書など 

○ 法人の場合） 印鑑証明書、履歴事項全部証明書など 

※いずれも契約者本人の名称、住所が確認可能なものの写し 

※任意団体名のご契約で、上記書類を用意出来ない場合、サポート宛にご相談下さい。 

書類の確認後、お客様情報の変更費用 2,625 円(税込)の請求を行わせていただきます。 

ご契約者様からの申請であることの確認のため、お手数ですがよろしくお願いします。 

◇◇◇ 独自ドメインをご利用の場合 ◇◇◇ 

ドメインの契約者変更も行う場合、ドメイン移転（契約者変更）の手続きも必要になります。 

詳細は、契約者変更手続き完了の際に、メールでご案内させて頂きますので必ずご確認ください。 

 

送付先        FAX： 06-6635-4678 

〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 5-10-14 松竹ビル 3-C 

（株）ケイアンドケイコーポレーション 

問い合わせ： Email： support@ablenet.jp 

 
※4枚目に新たに担当となられる方（変更後契約ご担当者）の署名をお願いします。   



利用規約 
 
第１章 総則 
第１条（利用規約） 
本規約は株式会社ケイアンドケイコーポレーション（以下、
弊社）の提供するインターネットサービス Ablenetの利用に
関し適用します。 
第２条（本規約の範囲） 

1. 弊社が随時契約者に通知または弊社ホームページ
上に掲示する諸規定は本規約の一部を構成するものとしま
す。 

2. 本規約と前項の諸規定に定める内容が異なる場合に
は、別途弊社が明示的に定める場合を除き、諸規定に定
める内容が優先して適用されるものとします。 
第３条（本規約の変更） 

1. 弊社は7日以上の予告期間をもって自ら適当と判断
する方法で契約者に通知または弊社ホームページ上に掲
示することにより本規約を変更することができるものとます。  

2. 前項の予告期間内に契約者が第２８条に基づく利用
契約の解約が行われなかった場合は、変更後の利用規約
は契約者による承諾を得られたものとします。 
第４条（通知） 

1. 前条の場合の他、弊社が必要と判断した場合、契約
者に対し随時必要な事項の通知を行うものとします。通知
の方法は本規約で明示的に定める場合を除き、弊社指定
の申込書または弊社ホームページ上の申込画面に記載さ
れた電子メールアドレス宛、または契約者が予め弊社指定
の方法で届け出た電子メールアドレス宛に電子メールを送
信する方法により行うことを契約者は承諾します。また、契
約者は弊社に対する問い合わせ等については別途弊社が
定める場合を除き、電子メールまたは弊社ホームページの
問い合わせフォームで行うものとします。 

2. 弊社より前項の方法で契約者に通知した場合におい
て、当該通知が契約者に到達しなかったことに起因して発
生した損害について、弊社は一切責任を負わないものとす
るものとします。 
 
第２章 利用契約 
第５条（契約者） 

1. 契約者とは、弊社にAblenetの利用を申込、 弊社が
これを承認した個人または法人とします。 

2. 契約者は利用申込みの時点で本規約の内容を承諾
しているものとみなします。  
第６条（利用契約の成立） 

1. 利用契約は、弊社指定の申込書または弊社ホームペ
ージに表示している申込画面により行うものとします。 

2. 前項に定める申込に対し、弊社がこれを承諾したとき
に成立します。 

3. 前項に関わらず、弊社が利用申込をした者(以下、申
込者)に対し、サービスの一部または全部が利用できること
を通知した場合、申込を承諾したものとみなし、利用契約
が成立するものとします。 

4. 申込内容に独自ドメイン名の利用を含む場合におい
て、前項の通知を行った時点で独自ドメイン名の利用が出
来なかったとしても、利用契約の成立に影響を及ぼさない
ものとします。 

5. 申込に係るサ－ビスの提供は、申込を受け付けた順
とします。ただし、 弊社が必要と認めるときは、その順序を
変更することがあります。 

6. 申込者は本条に定める利用契約が成立するまでの間
はいつでも申し込みを撤回することができるものとします。
ただし、独自ドメイン名の利用を申込んだ場合は、撤回した
場合でも、独自ドメイン取得または移管に関する料金を申
込者は支払うものとします。 
第７条（申込の不承諾及び承諾の取消） 

1. 弊社は申込者が以下の何れかの項目に該当すること
がわかった場合 、その者の申込を承諾しないことがありま
す。  

1. 申込者が実在しない場合 
2. 過去に規約違反等により利用契約の解除または本

サービスもしくは弊社が提供する他のサービスの利用を停
止されたことがある場合 

3. 申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、又は
記入漏れがあった場合 

4. 申込者が弊社の社会的信用を失墜させるおそれ
がある場合 

5. 申込者が暴力団関係者その他反社会的団体に属
する者と認められる場合 

6. 申込者が申込をした時点で弊社への支払いを怠っ
ているか、 過去に支払いを怠ったり拒否したことがある場
合 

7. 申込者が未成年者、準禁治産者、禁治産者又は
成年被後見人、被保佐人または被補助人の何れかであり、
申込の際に法定代理人又は保証人又は保佐人もしくは補
助人の同意等を得ていなかった場合 

8. 申込者に対する差押、仮差押、仮処分、滞納処分、
競売、破産、民事再生、会社整理、 特別清算、会社更正
の申し立てがなされている場合 

9. その他、弊社が申込みを承諾することが不適当と
判断した場合 

2. 弊社は承諾後であっても申込者が前項の何れかに該
当することが判明した場合、承諾を取り消すことがありま
す。 

3. 弊社は本条の規定により申込を承諾しなかった場合
は速やかに申込者へ通知するものとします。ただし、申込
を承諾しなかった理由は明らかにしないことがあります。 

4. 本条により 弊社が申込の不承諾又は承諾の取消を
決定するまでの間に当該申込者が弊社サービスを利用し
たことにより発生する利用料その他の債務は、当該申込者
の負担とし、当該申込者は第５章の規定に準じて当該債務
を履行するものとします。 
 
第３章 ＩＤ及びパスワードの管理等 
第８条(ＩＤ及びパスワードの管理責任) 

1. 契約者は、本サービスを利用するために弊社から発
行されたＩＤ及びこれに対応するパスワードの使用及び管
理について一切の責任を持つものとします。 

2. 弊社は契約者のＩＤ及びこれに対応するパスワードが
他の第三者に使用されたことによって当該契約者が被る損
害については、当該契約者の故意過失の有無に拘わらず
一切の責任をも負わないものとします。又、当該ＩＤ及びこ
れに対応するパスワードによりなされた利用は当該契約者
によりなされたものとみなし、当該契約者は利用料その他
の債務の一切を負担するものとします。  
第９条（弊社によるＩＤの一時停止等） 

1. 弊社はＩＤが不正に使用されたか、あるいはその可能
性が高いと判断したときは、当該ＩＤを使用 停止とすること
があり、契約者は予めその旨を承諾します。 

2. 前項の場合の他、 弊社が緊急性が高いと認めた場
合には当該契約者の了承を得ることなく当該ＩＤを使用停
止とすることがあり、契約者は予めその旨を承諾します。 

3. 弊社が前二項の措置をとったことで当該契約者がサ
ービスを使用出来ずこれにより損害が発生したとしても、 
弊社はいかなる責任をも負わないものとします。 
 
第４章 提供するサービス 
第１０条（サービスの内容） 

1. 契約者は次に挙げるサービス品目のうち、申込時に
選択した品目を利用することができるものとします。  

1. Personal Suite（パーソナルスイート） 
2. SOHO Suite（ソーホースイート） 
3. Business Suite（ビジネススイート） 
4. Petit（プチ） 

2. 弊社は契約者がその端末機器をインターネットに接
続するために必要なサービスを提供しないものとします。本
サービスの利用に際しては、他の電気通信事業者との間に
おけるダイヤルアップＩＰ接続サービスまたは専用回線サー
ビス利用契約の締結等、契約者の端末機器をインターネッ
トに接続するための手段を契約者の自らの責任において
用意するものとします。 
第１１条(サービス内容の追加) 
弊社は前条で定めた内容以外のサービスを追加することが
あります。その場合には、特に定めない限り本規約を適用
するものとします。 
第１２条（ドメイン名） 

1. 契約者は第１０条で定めたサービス品目に対してドメ
イン名を申込時に、ひとつ指定できるものとします。 

2. 契約者は前項のドメイン名を変更できないもとします。 
3. 利用契約成立後に申込のドメイン名の取得ができな

いことが判明した場合、前項の規定に関わらず、契約者は
利用するドメイン名の変更ができるものとします。 

4. 利用契約成立後に申込のドメイン名の移管ができな
いことが判明した場合、契約者は利用契約成立後３０日以
内にドメイン名の変更を弊社に申し出ることにより、第１０条
で定めたサービス品目の初期設定費用と同額の手数料を
支払うことで、第２項の規定に関わらず、利用するドメイン名



の変更ができるものとします。 
5. 前ニ項の規定により、ドメイン名を変更する場合にお

いて、契約者がすでに支払ったドメイン名に関する費用に
不足が生じる場合、契約者は不足する費用を弊社が指定
する期日までに支払うものとし、過分が生じた場合は利用
料金に充当するものとします。 
第１３条（電子メールアドレスの使用停止・削除） 
弊社は、契約者が第２４条第２項各号の何れかに該当する
目的あるいは他人に対し、無断で広告、宣伝、勧誘、また
は他人が嫌悪感を抱くか、その恐れのある電子メールを送
信した場合、もしくはその恐れがあると判断し、あるいはそ
の他の理由でその利用が不適当と判断する場合、契約者
に事前に通知することなく電子メールアドレスまたはＩＤを使
用停止または削除できるものとします。 
第１４条(ホームページの登録文書等の閲覧停止・削除)  
弊社は、契約者がホームページに登録した文書等の内容
が、第２４条第２項各号の何れかに該当、もしくはその恐れ
があると判断し、あるいはその他の理由で不適当と判断す
る場合、当該契約者に事前に通知することなく当該文書が
閲覧出来ないよう防護処置を取るか、当該文書またはＩＤを
削除できるものとします。 
 
第５章  利用料金等 
第１５条（利用料金） 

1. サービスの利用料金、算定方法等は、 弊社がホーム
ページに記載する「料金表」の通りとします。 

2. 契約者は、月払い、6ヶ月払いまたは年払いの何れか
の期間の利用料を前もって支払うものとします。 

3. 弊社は契約者より受領した利用料金は本規約で明示
的に定める場合を除き、前払い利用料を含め、事由の如何
を問わず返還しないものとします。 
第１６条（最低利用期間および更新） 

1. サービスの最低利用期間は利用料の払込が月払い
の場合は1ヵ月後の末日、6ヶ月払い、年払いの場合はそれ
ぞれ6ヶ月後の末日と12ヶ月後の末日までとし、その起算日
は弊社が契約者にサービスの一部または全部が利用でき
ることを通知した日とします。 

2. 前項に定める最低利用期間内に利用契約の解除が
あった場合、残余の期間に相当する利用料金を違約金とし
て、一括して支払うものとします。  

3. 最低利用期間経過後も第２８条による通知が契約者
より弊社に対してなされない限り、利用契約は自動的に更
新するものとし、以後も同様とします。  
第１７条(決済手段) 
契約者は利用料その他の債務を各契約者ごとに 弊社が
承認した以下の何れかの方法で履行するものとします。 

1. 弊社が利用を承認したクレジットカード 
2. コンビニエンスストア払込 
3. その他、弊社が定める方法による支払い 

第１８条（決済） 
1. 利用料金は１ヵ月、6ヶ月または12ヶ月毎に請求する

ものとします。 
2. 弊社は前項利用料金以外の請求が生じた場合、随

時請求するものとします。 
3. 弊社は前項に基づき算出された金額及びこれにかか

る消費税相当額等を契約者に請求するものとします。 
4. 契約者は弊社の指定する第１７条の何れかの方法に

より弊社の指定する支払条件に従い、支払いを行うものとし
ます。 

5. 契約者とクレジットカード会社または収納代行会社の
間で料金その他の債務を巡って紛争が発生した場合、当
該当事者間で解決するものとし、弊社は一切の責任を負わ
ないものとします。 
第１９条（遅延損害金） 
契約者が利用料その他の債務を支払期日を過ぎてもなお
履行しない場合、契約者は支払期日の翌日から支払いの
日の前日までの日数に、年１４．５％の割合で計算される金
額を遅延損害金として、利用料金その他の債務と一括して、 
弊社が指定する期日までに支払うものとします。 
第２０条（割増金） 
契約者は、利用料その他の債務を不法に免れた場合は、 
その免れた額のほか、その免れた額の2倍に相当する額を
割増金として、 弊社が指定する期日までに支払うものとし
ます。 
 
第６章  使用条件等 
第２１条(サービス内容の変更) 
弊社は契約者への事前の通知なくしてサービス内容の一
部又は全部を変更することがあり、契約者はこれを承諾しま

す。 
第２２条(サービス内容の無保証) 
サービス内容は弊社がその時点で提供可能なものとします。 
弊社は提供する情報、サービス及びハードウエア、ソフトウ
エア等についての完全性、正確性、適用性、有用性等い
かなる保証を行わないものとします。 
第２３条（サービスの一時的な中断） 

1. 弊社は以下の何れかが起こった場合には契約者に
事前に通知することなく一時的にサービスを中断することが
あります 

1. システムの保守を定期的に又は緊急に行う場合 
2. 火災、停電等によりサービスの提供ができない場

合 
3. 地震、噴火、洪水、津波等の天災によりサービスの

提供ができない場合 
4. 戦争、動乱、暴動、騒乱、盗難、原子力、労働争議

等の影響によりサービスの提供ができない場合 
5. 電気通信事業法第8条の規定に基づき、天災その

他の非常事態が発生し、若しくはその恐れがあるため、公
共の利益のため緊急を要する通信を優先させる必要がある
場合 

6. 弊社の利用している第一種電気通信事業者等が、
電気通信サービスを中断した場合 

7. 不慮の事故、不可抗力等のやむを得ない事由によ
りサービスの提供ができない場合 

8. その他、運用上あるいは技術上 弊社がサービス
の一時的な中断が必要と判断した場合 

2. 弊社は、前項各号の場合以外の事由により弊社の提
供の遅延又は中断等が発生したとしても、これに起因する
契約者又は他の第三者が被った損害について一切の責任
をも負わないものとします。 
第２４条（自己責任の原則） 

1. 契約者は自己のＩＤによりなされた一切の行為および
その結果について、当該行為を自己がしたか否かを問わ
ず責任を負います。  

2. 契約者は以下の行為をしないものとします。 
1. 公序良俗に反する行為 
2. 犯罪的行為に結びつく行為 
3. 他の契約者、弊社又は第三者の著作権を侵害す

る行為 
4. 他の契約者、弊社又は第三者の財産、プライバシ

ー等を侵害する行為 
5. 他の契約者、弊社又は第三者を誹謗中傷する行

為 
6. 選挙の事前運動、選挙運動又はこれらに類似する

行為及び公職選挙法に抵触する行為 
7. 不特定多数または専ら男女の出会いの機会を提

供あるいは斡旋する行為およびその広告 
8. サービスの運営を妨げ、或は 弊社の信頼を毀損

するような行為 
9. 法令や条約、裁判所、警察署長、都道府県知事ま

たは市町村長の命令に反する行為 
10. その他、弊社がホームページ上で明示的に禁止

している行為 
3. 契約者がサービスの利用を利用した結果、第三者に

対して損害を与えた場合、契約者は自己の責任と費用をも
って解決し弊社に迷惑を掛け或は損害を与えることのない
ものとします。 

4. 弊社はサービスの利用により発生した契約者および
第三者の損害全てに対しいかなる責任をも負わないものと
し、一切の損害賠償をする義務はないものとします。 
第２５条（変更の届出） 

1. 契約者は、住所、クレジットカード、電子メールアドレ
ス、法人にあっては商号の変更等、その他、弊社への届出
内容に変更があった場合には、速やかに弊社に変更を届
出るものとします。  

2. 前項届出がなかったことで契約者が不利益を被った
としても、弊社はその責任を一切負わないものとします。  
第２６条（譲渡禁止） 

1. 契約者は弊社が承認した場合を除き契約者として有
する権利ないし地位を無断で第三者に譲渡若しくは使用さ
せたり、売買、名義変更、質権の設定その他の担保に供す
る等の行為はできないものとします。また、個人にあっては
婚姻による姓の変更等、弊社が承認した場合を除き届け出
た氏名を変更できないものとします。  

2. 前項の規定に関わらず、契約者の同一性および継続
性が認められる場合に限り、弊社は名義変更に応じること
があるものとします。 

1. 契約者個人を代表者とする法人への変更 



2. 契約者が法人の場合であって、事業の分割または
譲渡による別法人への変更 

3. 契約者が任意団体であって、その代表者の変更 
4. その他、客観的に契約者の同一性および継続性

が認められる場合 
3. 前項の規定により弊社が名義変更に応じた場合、変

更後の契約者は弊社所定の名義変更料を指定の期日まで
に支払うものとします。 
第２７条（弊社による契約の解除等） 

1. 契約者が、以下の何れかの項目に該当する場合、弊
社は当該契約者に事前に何等通知又は催告することなく、
直ちに利用契約を解除又は利用を一時停止することがで
きます。 

1. 弊社に虚偽の申告をした場合 
2. サーバー等に蓄積されている情報の改竄し、また

は消去を行った場合 
3. ＩＤ又はパスワードを不正に使用した場合 
4. サービスの円滑な運営を妨げた場合 
5. サービスの利用料等その他の債務の履行を遅滞し、

または支払を拒否した場合 
6. 立替代行業者等により契約者の指定した支払口座

の利用が停止させられた場合 
7. 契約者に対する差押、仮差押、仮処分、滞納処分、

競売、破産、民事再生、会社整理、 特別清算、会社更正
等の申し立てがなされた場合 

8. 契約者が準禁治産宣告若しくは禁治産宣告、成年
後見開始の審判、保佐開始の審判または補助開始の審判
を受けた場合 

9. 約束手形、小切手を不渡りにした場合 
10. 弊社の名誉を著しく毀損もしくは侮辱した場合 
11. 本規約の何れかに違反した場合 
12. その他 弊社が契約者として不適当と判断した場

合 
2. 前項の場合、契約者は期限の利益を喪失し、当該時

点で発生している利用料その他の債務等弊社に対して負
担する債務の一切を一括して履行するものとします。 

3. 契約者が第１項各号の何れかに該当することで弊社
が損害を被った場合、 弊社は利用契約の解除又は利用
の一時停止の有無に拘わらず、被った損害の賠償を請求
できるものとします。 
第２８条(契約者による契約の解除) 

1. 契約者が利用契約を解除する場合は解除を希望す
る月の25日までに文書にて弊社に届け出ることで月末に利
用契約を解除できるものとします。  

2. 弊社は、中途解約であるかどうかに関わらず、すでに
受領した前払い利用料を含む利用料その他の債務の払い
戻し等は一切行わないものとします。 

3. 契約は一身専属性のものとします。 弊社は当該契約
者の死亡を知り得た時点を以って前項届出があったものと
して取り扱います。 

4. 本条による解約の場合、当該時点において発生して
いる利用料その他の債務の履行は本規約第５章に基づき
なされるものとします。 
第２９条（損害賠償） 
契約者またはその代理人または使用人もしくは構成員が本
規約に違反する行為をなし、弊社に損害を与えた場合、契
約者は弊社に対し、その損害を賠償するものとします。 
第３０条（サービス提供の終了） 

1. 弊社は１ヶ月以上前に第４条に定められた方法により
契約者に通知のすることでサービスの提供を終了すること
ができるものとします。ただし、この通知が到達しない場合
であっても、サービス提供終了の効果に影響を与えないも
のとします。 

2. 弊社はサービスの提供の終了に伴って契約者又は
第三者に損害が発生しても、いかなる責任をも負わないも
のとします。 
第３１条（責任の制限） 

1. 弊社は、本サービスを提供すべき場合において、契
約者の責めによらない理由で弊社の故意または重過失に
より契約者が本サービスを全く利用できない状態(本サービ
スの利用に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同
程度の状態となる場合を含みます。以下同じとします。)に
あることを弊社が知った日から起算して、月の半分以上の
期間を超えてその状態が継続したときに限り、契約者の請
求により本サービスを全く利用できない状態の期間に応じ
た利用料金を限度として契約者に現実に生じた損害の賠
償請求に応じるものとします。 

2. 前項に関わらず、弊社が損害の賠償を負うこととなっ
た場合における弊社の責任範囲は、いかなる場合におい

ても、契約者が本サービスに関して弊社に既に支払った当
該契約期間の料金の総額を超えないものとします。 

3. 第１項の損害賠償を請求をし得ることとなった最初の
日から30日を経過する日までに契約者が文書で請求しな
かったときは、契約者はその権利を失うものとします。  
第３２条（免責） 
弊社は、本サービスに関連して発生するいかなる間接損害、
特別損害（かかる損害発生の可能性につき弊社が現実に
予見し、または予見し得た場合を含みます）、付随的損害
または派生的損害に対する責任を負わず、また、いかなる
逸失利益、データの紛失またはその他の間接的もしくは派
生的損害に対する責任を負わないものとします。ただし、裁
判所により、本条の免責事項が無効と判断された場合であ
っても、弊社が負担すべき損害賠償の範囲は、本条に記
載の損害が弊社の故意または重大な過失により発生した
場合に契約者が被った直接損害で法律上認められる範囲
に限られるものとします。  
第３３条（準拠法） 

1. 本規約は、日本の法律に従って作成したものと見なさ
れ、また、日本の法律に従って解釈されるものとします。  

2. 本規約の規定が裁判所によって無効と判断された場
合でも、本規約の残りの規定は引き続き完全に有効 としま
す。 
第３４条(専属的合意管轄裁判所) 
契約者と弊社の間で訴訟の必要が生じた場合、弊社本店
所在地(大阪市)を管轄する地方裁判所または簡易裁判所
を契約者と弊社の第一審の専属的合意管轄裁判所としま
す。 
 
付則 

1. 本規約は2006年2月28日から実施するものとします。 
2. 前項実施日以前に利用申込した利用者へは2006年4

月4日から実施するものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
新たに担当者となる方の署名をお願いします。 

ABLENET 利用規約、変更費用の請求に同意 

します。 

年    月   日

署名                                                  印
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